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津山市籾保の障渓仁木先生碑（大正15年建立）
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郷中医師による不当な高金の受け取りを規制する通達（明治元年）
（史料は全て津山洋学資料館寄託・仁木家資料、碑写真は令和2年8月22 日搬影）

も
み
ほ

か
ん
け
い
に
鼬

津
山
市
籾
保
に
あ
る
陣
渓
仁
木
先
生
碑
は
、

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
医

・
え
い

療
・
教
育
・
政
治
に
尽
力
し
た
医
師
仁
木
、
氷

す
け祐

の
顕
彰
碑
で
す
。
こ
の
地
に
は
、
永
祐
ら
の

尽
力
に
よ
り
、
万
延
元
年
（
１
８
６
０
）
に
郷

０
り
み
や
’
ま
こ
う

校
籾
山
饗
が
創
設
さ
れ
、
主
に
医
学
と
儒
学

の
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
．

写
真
の
史
料
は
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
津

山
藩
の
「
医
療
環
境
」
に
つ
い
て
記
し
た
も
の

で
す
。
籾
山
饗
で
の
教
育
活
動
が
な
ぜ
必
要
と

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
窺
わ
せ
る
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

明
治
元
年
（
１
８
６
８
二
二
月
二
○
日
、
「
近

み
鱈
⑪

む
ち
い
て

来
郷
中
医
師
之
中
、
妄
二
高
料
之
薬
品
を
用
Ⅲ

そ
の

不
当
之
高
金
を
貧
り
、
頻
り
二
催
促
致
シ
其
価

ら
い
と
り
そ
う
ろ
う
ま
士
呈
仇
あ
り

を
乞
取
候
者
間
々
有
之
候
由
、
右
等
之
儀
ハ

か
蛭
く

き
っ
と

こ
れ
あ
る
べ
き

兼
々
堅
相
戒
置
候
二
付
、
急
度
心
得
も
可
有
之

は
ず
と
．
易
そ
の
ぎ
唯
く

筈
之
虚
、
無
其
儀
、
甚
心
得
違
之
事
二
候
、
以

け
や
し
て
も
う
き
ず

来
貧
り
候
事
決
而
相
成
不
申
候
」
と
通
達
さ
れ

ま
し
た
。
以
前
か
ら
の
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

郷
中
医
師
の
中
に
高
額
な
薬
品
を
用
い
て
治
療

し
、
暴
利
を
貧
る
者
が
い
る
と
い
う
の
で
す
。

籾
山
鶚
は
、
医
師
の
養
成
と
郷
校
と
い
う
二

つ
の
側
面
を
持
っ
た
教
育
機
関
で
し
た
が
、
開

校
の
経
緯
に
は
、
医
師
の
学
識
不
足
や
倫
理
観

の
低
下
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
永
祐
は
そ
う
し

た
状
況
を
改
善
す
べ
く
、
籾
山
饗
で
教
鞭
を

執
っ
た
の
で
し
た
。
（
近
都
）
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仏
習
合
の
伝
統
を
否
定
し
ま
す
。
政
府
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家
体
制
を
つ
く
っ
て

国
民
の
統
合
を
図
る
た
め
、
神
道
の
国
教
化
を
目
指
し
た
の
で
す
。
最
初
に
先
生
は
こ

う
し
た
明
治
初
年
の
宗
教
事
情
を
説
明
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
神
仏
分
離
を
め
ぐ
っ
て
津
山

『 、

津
山
市
地
域
振
興
部
生
涯
学
習
課
・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座
第
１
回
川
月
晉

「
明
治
初
年
の
宗
教
事
情
ｌ
神
仏
分
離
を
め
ぐ
っ
て
」

講
師
”
倉
敷
市
歴
史
資
料
整
備
室
／
近
現
代
編
執
筆
者
山
下
洋
氏

殿、一一
、

蕊
第1回の会場のようす

今
年
度
第
一
回
の
美
作

学
講
座
は
、
近
現
代
編
執

筆
者
の
山
下
洋
氏
を
講
師

に
お
迎
え
し
、
「
明
治
初

年
の
宗
教
事
情
ｌ
神
仏
分

離
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し

て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。

江
戸
時
代
以
前
に
は
、

日
本
固
有
の
神
々
と
仏
教

を
融
合
し
た
「
神
仏
習
合
」

が
広
く
社
会
に
浸
透
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
慶
応

４
年
（
１
８
６
８
）
３
月
、

明
治
政
府
は
神
仏
分
離
令

を
出
し
て
神
社
か
ら
仏
教

の
要
素
を
切
り
離
し
、
神 L

市
内
の
寺
社
で
起
こ
っ
た
事
例
を
史
料
を
も
と
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

久
米
北
條
郡
宮
尾
村
の
宇
佐
八
幡
宮
は
、
江
戸
時
代
に
は
本
地
堂
で
祭
神
の
誉
田
別

命
と
と
も
に
阿
弥
陀
如
来
像
、
随
身
像
、
金
幣
を
祀
っ
て
い
ま
し
た
が
、
神
仏
分
離
令

後
こ
れ
ら
を
別
当
の
等
覚
寺
へ
移
し
ま
し
た
。
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
に
は
随
身
像

と
金
幣
が
八
幡
宮
へ
戻
さ
れ
ま
す
が
、
八
幡
宮
の
社
人
か
ら
「
も
と
の
随
神
像
と
違
う
」

と
訴
え
が
出
さ
れ
ま
す
。
取
り
調
べ
の
結
果
、
真
偽
を
論
ぜ
ず
祀
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

の
で
す
が
、
同
様
の
事
例
は
各
地
で
あ
っ
た
の
で
は
、
と
先
生
は
話
さ
れ
ま
し
た
。

倉
敷
県
の
官
吏
が
神
仏
分
離
の
状
況
を
巡
視
し
た
際
の
史
料
に
は
、
勝
北
郡
新
野
山

形
村
の
大
宮
八
幡
社
で
「
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
取
り
除
い
た
」
と
案

内
人
に
偽
ら
れ
た
、
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
。
地
域
の
中
に
も
、
神
仏
分
離

に
積
極
的
な
人
物
と
反
対
す
る
人
物
が
い
て
ゞ
軋
礫
を
生
じ
て
い
た
の
だ
と
説
明
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
政
府
が
神
社
を
整
理
し
、
廃
止
や
祭
神
の
変
更
を
行
な
う
中
で
も
、
信

仰
の
厚
か
っ
た
阿
花
の
宮
（
阿
花
善
神
社
）
は
存
続
さ
れ
た
こ
と
や
、
修
験
道
が
廃
止

さ
れ
て
市
内
で
も
多
く
の
山
伏
寺
が
天
台
宗
・
真
言
宗
の
寺
院
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を

お
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
長
崎
近
郊
浦
上
村
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
、
配
流
さ
れ
て

い
た
鳥
取
か
ら
帰
郷
す
る
際
に
勝
北
郡
楢
村
を
通
っ
た
こ
と
を
多
胡
家
文
書
か
ら
紹
介

さ
れ
、
多
く
の
人
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
直
接
交
流
し
た
こ
と
が
偏
見
を
無
く
す
一
因

に
な
っ
た
の
で
は
、
と
推
測
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
政
府
の
行
っ
た
神
仏
分
離
は
、
日
本
人
の
信
仰
の
あ
り
か
た
を
大
き
く
変
え
ま

し
た
。
し
か
し
、
政
府
は
近
代
国
家
を
作
る
う
え
で
、
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
と
い

う
意
識
は
あ
り
、
神
道
の
国
教
化
は
断
念
．
国
家
神
道
体
制
を
構
築
し
て
、
神
道
を
宗

教
で
は
唾
く
道
徳
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
人
々
に
浸
透
さ
せ
た
の
だ
と
お

話
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
聴
講
し
た
み
な
さ
ん
は
相
槌
を
う
ち
な
が
ら
熱
心
に
お
話

に
聞
き
入
り
、
終
了
後
は
活
発
に
質
問
も
出
て
い
ま
し
た
。

2



〆 、

一

一
一
一
一
一

一
一

戸
’
し

代
で
時
代
区
分
さ
れ
、
そ
の
区
分
に
そ
っ
て
ご
講
演
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
別
年
代
は
、
郡
役
所
や
鶴
山
高
等
小
学
校
な
ど
の
行
政
・
教
育
施
設
が
城
跡
地

に
設
置
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
天
然
痘
な
ど
感
染
症
で
苦
し
ん
だ
時
期
で
、

津
山
市
地
域
振
興
部
生
涯
学
習
課
・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座
第
２
回
↑
月
朋
日

「
明
治
・
大
正
時
代
の
津
山
町
政
」

講
師
魂
井
原
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
員
／
近
現
代
編
執
筆
者
首
藤
ゅ
き
え
氏

第2回の会場のようす

今
年
度
第
２
回
の
美
作

学
講
座
は
、
「
明
治
・
大

正
時
代
の
津
山
町
政
」
と

題
し
、
井
原
市
文
化
財
セ

ン
タ
ー
研
究
員
・
津
山
市

史
近
現
代
編
執
筆
者
の
首

藤
ゆ
き
え
氏
に
ご
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
津
山
町
に

つ
い
て
、
農
業
の
割
合
が

高
い
周
辺
村
と
異
な
り
、

商
業
と
工
業
の
割
合
が
高

く
、
人
口
が
密
集
し
て
い

た
こ
と
な
ど
を
概
説
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
Ｉ
明
治

加
年
代
、
Ⅱ
明
治
釦
年
代
、

Ⅲ
明
治
抑
年
代
～
大
正
時 L

避
病
院
や
火
葬
場
な
ど
の
衛
生
関
係
の
施
設
が
周
辺
村
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
別
年
代
に
入
る
と
、
教
育
事
業
は
よ
り
進
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
加
年

（
１
８
８
７
）
に
津
山
町
・
津
山
東
町
東
苫
田
村
・
西
苫
田
村
・
林
田
村
田
邑
村
・

東
一
宮
村
の
組
合
で
設
立
さ
れ
た
鶴
山
高
等
小
学
校
は
明
治
詑
年
当
時
９
０
０
人
以
上

の
生
徒
を
有
し
、
そ
の
内
４
８
０
人
程
度
が
津
山
町
の
子
弟
で
し
た
。
こ
の
状
況
を
鑑

み
、
明
治
調
年
に
組
合
解
散
が
決
定
し
、
津
山
町
は
単
独
で
津
山
高
等
小
学
校
を
設
立
、

明
治
調
年
に
新
校
舎
を
竣
工
し
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
犯
年
に
は
美
作
国
一
円
の
町
村

か
ら
負
担
金
を
出
し
て
設
立
さ
れ
て
い
た
津
山
尋
常
中
学
校
が
岡
山
県
津
山
中
学
校
と

改
称
さ
れ
、
翌
年
校
舎
を
新
築
し
ま
す
。
津
山
高
等
女
学
校
も
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
時
期
の
教
育
費
は
町
の
歳
出
の
弱
～
帥
％
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
明
治
弧
年
度
・
弱

年
度
と
津
山
町
は
多
額
の
公
債
金
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
調
年
度
か
ら
は
日
露

戦
争
の
影
響
で
地
方
財
政
は
緊
縮
を
せ
ま
ら
れ
公
債
は
減
少
、
明
治
調
年
度
以
降
、
公

債
に
頼
ら
な
い
財
政
運
営
へ
転
換
し
て
い
き
ま
す
。

明
治
伽
年
代
に
は
小
学
校
が
拡
充
さ
れ
、
ま
た
、
小
学
校
を
出
た
子
供
達
に
対
す
る

実
業
教
育
へ
の
要
望
が
高
ま
り
、
苫
田
郡
内
の
町
村
で
費
用
を
負
担
し
、
津
山
実
科
高

等
女
学
校
な
ど
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
津
山
町
は
、
商
業
の
中
心
地
と
し
て
町
立
の
津
山

商
業
学
校
を
西
苫
田
村
に
設
立
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
全
国
的
に
町
村
自
治
意
識

が
高
ま
り
、
苫
田
郡
内
町
村
長
よ
り
国
務
大
臣
へ
請
願
書
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
動
き

も
あ
り
、
他
町
村
と
連
帯
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
町
民
の
要
望
に
こ
た
え
、
町
立
の
小
学
校
や
商
業
学
校
を
設
立
す
る

な
ど
、
城
下
町
津
山
町
は
近
代
地
方
自
治
制
度
の
も
と
で
、
独
自
の
発
展
が
み
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
昭
和
４
年
（
１
９
２
９
）
の
市
政
施
行
以
前
、
大
正
時
代
後
半
か

ら
合
併
の
方
向
へ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
ご
講
演
を
し
め
く
く
ら
れ

ま
し
た
。
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（
部
会
長
“
河
本
委
員
）

令
和
２
年
ｎ
月
略
日
に
部
会
を
開
催
し
ま
し

た
。

会
議
で
は
、
各
執
筆
者
の
進
捗
状
況
の
確
認
を

行
う
と
と
も
に
、
目
次
内
容
・
原
稿
の
レ
イ
ア
ウ

ト
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
情
報
共
有
し
ま
し
た
。

◆
自
然
風
土
・
考
古
部
会

都
会
通
傭

自然風土・考古部会のようす

◆
民
俗
部
会

（
部
会
長
恥
前
原
委
員
、
副
部
会
長
諏
安
倉
清
博
氏
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
高
齢
者
へ
の
聞

き
取
り
な
ど
の
調
査
を
中
止
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な

か
で
も
、
地
図
や
文
献
な
ど
を
見
て
調
査
で
き
る
こ

と
を
進
め
て
い
ま
す
。

◆
近
現
代
部
会

（
部
会
長
”
在
間
委
員
）

多
胡
本
家
酒
造
所
蔵
資
料
の
細
目
録
作
成
の
ほ

か
、
執
筆
者
の
方
々
に
は
個
別
の
調
査
と
資
料
編
掲

載
候
補
の
選
定
を
進
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

◆
近
世
部
会

（
部
会
長
《
定
兼
委
員
、
副
部
会
長
》
在
間
委
員
）

博
物
館
資
料
の
個
別
調
査
な
ど
を
引
き
続
き
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
中
世
部
会

（
部
会
長
函
久
野
委
員
、
副
部
会
長
叩
前
原
委
員
）

１
月
型
日
に
部
会
を
開
催
し
、
資
料
編
「
古
代
・

中
世
」
の
書
式
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

◆
古
代
部
会

（
部
会
長
“
狩
野
委
員
、
副
部
会
長
亜
今
津
委
員
）

資
料
編
「
古
代
・
中
世
」
の
校
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。

a ■
編
さ
ん
事
業
の
経
過
（
令
和
２
年
９
月
～
）

令
和
２
年

如
月
剖
日
「
市
史
だ
よ
り
」
第
舶
号
発
行

ｎ
月
晦
日
自
然
風
土
・
考
古
部
会

、
月
詔
日
美
作
学
講
座
第
１
回

令
和
３
年

１
月
羽
日
美
作
学
講
座
第
２
回

１
月
型
日
中
世
部
会

３
月
肥
日
第
１
回
編
さ
ん
委
員
会

３
月
瓠
日
『
津
山
市
史
研
究
』
第
６
号
・
「
市

史
だ
よ
り
」
第
Ⅳ
号
発
行

『
津
山
市
史
研
究
』
第
６
号
刊
行
予
定

市
史
編
さ
ん
室
で
は
『
津
山
市
史
研
究
』
第
６
号

を
３
月
末
に
刊
行
す
る
予
定
で
す
。
執
筆
者
と
内
容

は
左
の
と
お
り
で
す
。

【
第
６
号
一

．
猪
原
千
恵
「
津
山
市
域
に
お
け
る
昭
和
前
期

の
精
米
・
精
穀
の
状
況
に
つ
い

て
」

・
小
郷
利
幸
「
津
山
郷
土
博
物
館
の
常
設
展
示

資
料
紹
介
ｌ
高
橋
谷
遺
跡
の

出
土
遺
物
ｌ
」

■ 』
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は
じ
め
に

津
山
松
平
藩
の
農
政
執
行
組
織
に
あ
っ
て
は
、
藩
の
役

職
と
し
て
郡
代
と
代
官
が
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
漠
然

と
理
解
さ
れ
る
中
で
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

十
分
な
資
料
的
検
討
も
無
い
ま
ま
に
、
当
然
の
よ
う
に
郡

代
が
代
官
を
配
下
に
置
い
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
て
き

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
（
一
九
九
五

年
）
で
は
、
「
郡
代
と
代
官
の
関
係
は
従
来
、
代
官
が
郡

代
の
支
配
下
に
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
『
勘
定
奉
行
日
記
』
に
、
「
惣

て
御
代
官
役
筋
の
義
は
勘
定
奉
行
よ
り
指
図
致
し
候
役
筋

の
義
に
付
」
と
述
べ
て
、
二
人
の
代
官
の
免
職
に
か
か
わ
っ

て
自
分
ら
二
人
も
「
差
扣
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、

と
大
目
付
へ
伺
い
を
た
て
て
い
る
。
代
官
は
勘
定
奉
行
の

配
下
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
理
解
の
下
に
、

続
け
て
「
年
貢
収
納
の
命
令
系
統
は
、
御
用
番
‐
勘
定
奉

行
‐
代
官
‐
中
庄
屋
‐
庄
屋
と
い
う
系
列
を
た
ど
っ
て
伝

津
山
松
平
藩
の
年
貢
徴
収
に
お
け
る
勘
定
奉
行
と
代
官
尾
島
治

御
用
番

（
御
用
所
）

|：
I
L

｜

リ

郡 勘
定
奉

（
勘
定

町
奉
行

（
町
奉
行
所
）

（
郡
代
所
）

郡
代
添
役
１
下
役
Ｉ
下
代
Ｉ
書
役
１
足
軽

（
同
心
）

所行
一

代

代
官
‐

｜
（
い
信
下
極
足
軽

（
代
官
所
）

代
官
Ｉ
下
代
Ｉ
足
軽

ｑ
６

大
庄
屋

同
心
：
：
：
目
明
し
（
下
締
）

達
執
行
さ
れ
て
い
る
。
」
と
す
る
二
津
山
市
史
第
四
巻
』
、

Ⅷ
頁
）
。
そ
し
て
、
郡
代
と
代
官
に
つ
い
て
は
、
郡
代
所

と
代
官
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
下
代
や
足

軽
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
に
お
け
る
代
官
の
位
置

付
け
に
関
す
る
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
年
貢
収
納
と
い
う
具
体
的
な
業
務
の
遂
行
か
ら
、

勘
定
奉
行
と
代
官
の
関
係
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、

藩
の
役
職
名
を
並
べ
る
だ
け
の
機
構
図
で
は
藩
政
の
執
行

状
況
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
改
め
て
明
ら
か
に

今
後
、
こ
う
し
た
観
点
を
更
に
深
め
な
が
ら
津
山
松
平

藩
の
藩
政
機
構
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
と
き
に
、
代
官
が
勘
定
奉

行
の
「
配
下
」
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
少
し

違
和
感
が
あ
る
。
こ
の
『
津
山
市
史
第
四
巻
」
で
提
示

さ
れ
た
支
配
系
統
図
（
図
ｌ
）
で
は
、
代
官
所
は
勘
定
奉

し
た
。Ｉ

中
庄
屋
１

１
１
Ｊ
可

色■｡‐②今●÷令

－行政支配系

･…年貢徴集系

『郡代日記』『郷中御条目』による。

図1 郡代所支配系統略図

行
配
下
の
一
部
署
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
年
貢
徴
収

業
務
と
い
う
限
定
が
付
く
と
し
て
も
、
一
勘
定
奉
行
日
記
』

に
記
録
さ
れ
て
い
る
代
官
と
勘
定
奉
行
の
実
務
上
の
関
係

性
の
中
で
は
、
極
め
て
深
い
関
係
が
あ
る
も
の
の
、
単
純

に
代
官
が
勘
定
奉
行
の
配
下
と
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
な

記
述
も
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
の
研
究
成
果
を

辿
り
な
が
ら
、
十
八
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
勘
定
奉
行
と

代
官
の
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
追
い
な
が
ら

改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

代
官
の
免
職
と
勘
定
奉
行
の
立
場

先
に
見
た
「
代
官
は
勘
定
奉
行
の
配
下
で
あ
っ
た
。
」

と
す
る
根
拠
と
な
る
『
勘
定
奉
行
日
記
』
の
「
惣
て
御
代

官
役
筋
の
義
は
勘
定
奉
行
よ
り
指
図
致
し
候
役
筋
の
義
に

付
」
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
『
津
山
市
史
第
四
巻
』

で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
そ
の
具
体
的
な
経
緯
や
資
料

全
体
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
の
研
究
の
進

展
の
た
め
に
も
、
資
料
の
解
釈
等
も
含
め
て
事
の
詳
細
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

次
の
資
料
は
、
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
に
お
け
る
論

点
の
根
拠
と
な
っ
た
寛
保
二
年
八
月
二
十
六
日
付
の
『
勘

定
奉
行
日
記
』
の
記
事
で
あ
る
（
図
２
）
。

一
今
朝
土
岐
菅
右
衛
門
中
川
登
市
事
支
配
所
取
立
筋
前

格
二
て
ハ
無
之
遅
納
二
付
御
役
被
召
放
遠
慮
被
仰
付

依
之
拙
者
共
被
召
出
右
之
趣
被
仰
渡
當
分
跡
役
無
之

5
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内
ハ
御
代
官
役
筋
諸
御
用
向
一
切
當
役
之
者
共
引
請

可
取
捌
尤
最
早
初
納
も
近
寄
候
間
随
分
手
ぬ
け
無
之

様
下
代
共
へ
も
申
付
無
差
閥
可
取
計
旨
被
仰
渡
一
同

承
之
就
夫
惣
而
御
代
官
役
筋
之
儀
ハ
勘
定
奉
行
合
致

差
図
候
役
筋
之
儀
二
候
間
右
両
人
御
呵
之
趣
二
准
シ

差
扣
可
申
哉
之
旨
大
御
目
付
中
を
以
相
伺
候
虚
不
及

差
扣
旨
被
仰
渡

こ
こ
で
は
、
土
岐
菅
右
衛
門
と
中
川
登
市
が
「
御
役
被

召
放
遠
慮
被
仰
付
」
と
の
処
分
を
受
け
て
い
る
。
二
人
は

共
に
代
官
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
支
配
所
取
立
筋
」
に
お
い

て
の
「
遅
納
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
て

解
職
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
年
貢
等
の
徴
収

に
お
い
て
重
大
な
不
手
際
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
伎
ら
代
一
目
二
名
の
解
職
を
受
け
て
、
所
だ

そ
し
て
、
彼
ら
代
官
二
名
の
解
職
を
受
け
て
、
新
た

に
代
官
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
取
り

あ
え
ず
そ
の
業
務
を
勘
定
奉
行
三
名
が
取
り

捌
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
三
名
と
は
、
山

田
与
一
、
石
田
平
六
、
三
木
甚
左
衛
門
で
あ

つ
（
》
◎

同
時
に
、
こ
の
代
官
解
職
と
い
う
事
態
を

受
け
て
、
「
惣
而
御
代
官
役
筋
之
儀
ハ
勘
定

日
奉
行
合
致
差
図
候
役
筋
之
儀
二
候
間
」
と
い

６２
う
こ
と
か
ら
、
「
右
両
人
御
呵
之
趣
二
准
シ
」

明
勘
定
奉
行
三
名
が
差
し
控
え
を
伺
い
出
た
の

年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
代
官
は
勘

２保
定
奉
行
の
配
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

寛
る
と
い
う
の
が
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
の

ｊ記
論
点
で
あ
る
。

日一丁

た
だ
、
こ
の
処
分
の
流
れ
を
見
て
い
く
と
、

イ藤
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
と
は
異
な
っ
た
解

勘
釈
も
成
り
立
つ
。
ま
ず
、
二
人
の
代
官
が
「
御

Ｉ

役
被
召
放
遠
慮
被
仰
付
」
て
お
り
、
「
依
之

２図
拙
者
共
被
召
出
右
之
趣
被
仰
渡
」
た
の
で
あ

る
。
問
題
は
こ
の
流
れ
の
順
序
で
あ
る
。
『
国

元
日
記
』
寛
保
二
年
八
月
二
十
六
日
の
記
事

で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
藩
の
最
高
意
志
決
定
機
関
で
あ
る
御
用
所
で

の
政
務
を
記
録
し
て
い
る
『
国
元
日
記
』
の
記
載
で
あ
り
、

代
官
二
人
の
処
分
は
御
用
所
で
決
定
さ
れ
た
上
で
、
そ
の

通
達
は
入
江
縫
殿
の
屋
敷
で
行
わ
れ
、
更
に
代
官
の
業
務

は
勘
定
奉
行
が
引
き
継
ぐ
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
勘
定
奉
行
日
記
』
の
記
載
と
併
せ
て
考

え
る
な
ら
ば
、
八
月
二
十
六
日
の
朝
、
勘
定
奉
行
の
不
在

の
場
で
代
官
の
処
分
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
「
依
之
」
と

し
て
勘
定
奉
行
三
人
が
召
し
出
さ
れ
、
こ
と
の
顛
末
を
告

げ
ら
れ
て
業
務
の
引
き
継
ぎ
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

津
山
松
平
藩
の
家
臣
組
織
に
あ
っ
て
は
、
通
常
、
部
下
の

賞
罰
は
上
役
を
通
し
て
通
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
慣
例
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
事
例
で
は
代
官
が
勘
定

奉
行
の
配
下
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。

で
は
、
「
惣
而
御
代
官
役
筋
之
儀
ハ
勘
定
奉
行
合
致
差

図
候
役
筋
之
儀
二
候
間
」
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
理

解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
こ
そ
が
、
年
貢
徴
収

業
務
遂
行
に
お
け
る
勘
定
奉
行
と
代
官
の
極
め
て
密
接
な

関
係
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
寛
保
二
年
の
『
勘
定
奉
行
日
記
』
に
記
録
さ
れ

た
今
回
の
年
貢
未
納
を
巡
る
経
緯
の
中
で
、
勘
定
奉
行
と

代
官
の
立
場
を
考
え
て
み
た
い
。

一
土
岐
菅
右
衛
門
中
川
登
市
儀
支
配
所
取
立
筋
前
格
二

無
之
遅
納
二
付
御
役
被
召
放
遠
慮
被
仰
付
今
朝
入
江

縫
殿
於
宅
申
渡
立
合
例
之
通

一
右
二
付
跡
役
無
之
内
者
御
代
官
役
筋
御
用
向
勘
定
奉

行
引
請
取
計
候
様
被
仰
付

6
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前
格
の
無
い
年
貢
未
納
と
代
官
解
職

寛
保
二
年
の
春
に
完
納
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
年
貢
は
、

前
年
か
ら
の
村
々
の
困
窮
の
た
め
、
予
定
通
り
の
皆
済
が

危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。
村
々
に
は
農
業
経
営
を
維
持
で
き
な

く
な
っ
た
「
絶
人
」
が
多
数
発
生
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生

じ
た
無
主
地
の
農
地
に
対
す
る
村
に
よ
る
管
理
も
行
き
届

か
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
藩
と
し
て
は
切
手

か
正
米
に
よ
る
納
付
を
要
求
し
て
お
り
、
銀
納
を
要
望
す

る
大
庄
屋
の
願
い
に
は
応
え
な
い
と
し
て
い
た
。

四
月
二
日
に
代
官
か
ら
提
出
さ
れ
た
納
訳
目
録

に
よ
れ
ば
、
三
月
七
日
段
階
で
の
中
目
録
の
残
米

二
万
八
千
二
百
八
十
四
俵
の
内
、
こ
れ
ま
で
に
納
付
さ
れ

た
の
は
千
百
三
十
九
俵
余
で
あ
っ
た
。
四
月
十
二
日
に

な
っ
て
も
収
納
は
進
ま
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
御
蔵
正
米

之
御
入
用
甚
不
足
」
と
な
る
事
態
で
あ
っ
た
。
米
価
の
騰

貴
が
見
ら
れ
る
中
で
、
藩
が
米
の
納
付
を
求
め
て
銀
納
を

認
め
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
御
蔵
の
正
米
不
足
が
理
由
で

あ
っ
た
。

七
月
に
入
っ
て
も
未
納
米
は
完
納
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
進
展
の
無
い
ま
ま
に
八
月
を
迎
え
た
。
勘
定
奉
行

の
立
場
か
ら
は
、
年
貢
は
「
七
月
切
に
埒
明
候
儀
世
々
之

御
大
法
」
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
遅
れ
て
も
七
月
ま
で
に

は
皆
済
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
で
き
な
い
こ
と

は
大
変
な
失
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
は
、
次
年
度
へ
の
繰

り
越
し
と
な
る
「
秋
越
シ
」
だ
け
は
な
ん
と
し
て
も
防
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
月
四
日
の
記
事
で
は
「
秋
越
シ

ニ
不
相
成
様
、
い
か
様
二
被
致
候
而
も
五
六
日
中
皆
済
之

た
て
二
御
取
計
可
有
之
旨
申
談
」
と
あ
っ
て
、
代
官
に
五

～
六
日
中
の
皆
済
を
要
求
す
る
切
迫
し
た
状
況
が
伺
わ
れ

つ
（
〕
◎

十
一
日
に
は
、
「
表
立
拙
者
共
助
力
い
た
し
遣
候
儀
ハ

難
成
筋
二
候
得
と
も
、
拙
者
共
不
存
分
ニ
シ
テ
町
方
へ
被

致
相
談
、
何
れ
二
も
借
入
等
相
調
、
首
尾
能
被
致
皆
済
候

様
在
之
度
儀
」
と
し
て
、
勘
定
奉
行
が
内
密
に
介
入
し
て
、

町
方
か
ら
農
民
へ
の
貸
し
付
け
が
進
む
よ
う
に
手
配
す
る

と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
八
月
十
六
日
、

代
官
か
ら
未
納
米
皆
済
の
目
録
が
提
出
さ
れ
た
。
絶
人
未

納
分
が
残
っ
た
が
そ
れ
は
秋
越
し
で
処
理
さ
れ
た
。
し
か

し
、
前
例
の
な
い
未
納
分
が
八
月
迄
残
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
関
し
て
、
二
人
の
代
官
は
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
、
前
述

の
よ
う
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な

し
か
し
、
代
官
か
ら
の
報
告
で
は
未
だ
に
見
通
し
が
立

た
な
い
と
の
事
態
の
中
で
、
御
用
所
へ
の
報
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
勘
定
奉
行
は
、
難
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
翌
五
日
に
は
、
「
最
早
荒
増
二

も
不
申
上
候
而
ハ
難
相
成
場
に
至
候
得
共
、
何
と
も
二
三

日
中
二
も
形
を
付
ヶ
候
而
、
其
品
及
御
沙
汰
度
儀
と
存
候

故
、
態
と
委
細
之
儀
ハ
差
扣
候
」
と
し
て
、
何
か
見
通
し

を
立
て
な
け
れ
ば
御
用
所
に
報
告
で
き
な
い
の
で
、
わ
ざ

と
詳
細
な
報
告
を
遅
ら
せ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
も
言
っ
て
お
ら
れ
ず
、
事
態
を
報
告
す
る
と
六
日
の

御
用
所
で
は
「
御
代
官
中
之
取
捌
二
而
難
相
済
候
ハ
、
、

別
之
御
役
人
を
か
け
候
而
成
共
筋
立
候
様
仕
方
も
可
有

候
」
と
の
考
え
も
出
て
く
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
「
且
又
重
キ
差
支
候
事
候
間
、
御
郡

代
中
合
も
随
分
下
方
へ
厳
敷
被
申
付
可
然
旨
、
西
尾
早
大

へ
も
委
細
申
達
候
事
」
と
な
り
、
事
態
の
重
大
性
か
ら
、

年
貢
徴
収
に
関
し
て
は
筋
違
い
の
郡
代
へ
も
協
力
を
求
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。

勘
定
奉
行
が
代
官
の
職
務
を
代
行
す
る
に
当
た
り
、
代

官
の
下
代
た
ち
は
し
ば
ら
く
の
間
勘
定
奉
行
の
指
揮
下
に

入
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
代
官
所
が
勘
定
奉
行

配
下
の
一
部
署
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き

は
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
九
月
二
十
六
日
、
御
用
席
に
お
い
て
井
上
市
十

郎
と
天
野
郡
太
の
二
名
が
新
し
い
代
官
と
し
て
任
命
さ
れ

た
。
こ
の
人
事
に
伴
っ
て
勘
定
奉
行
か
ら
新
し
い
代
官
に

み
に
、
残
る
一
人
の
代
官
の
支
配
所
分
は
納
付
処
理
を
終

え
て
お
り
、
処
分
は
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
代
官
と
勘
定
奉
行
の
や
り
取

り
に
関
す
る
表
現
を
取
り
あ
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
勘
定

奉
行
は
、
代
官
か
ら
経
緯
を
「
被
申
聞
候
」
、
そ
し
て
「
依

之
拙
者
共
」
が
代
官
に
「
及
挨
拶
」
と
あ
り
、
勘
定
奉
行

が
代
官
に
対
し
て
厳
し
い
要
求
を
し
て
い
る
場
面
で
も
、

対
応
は
丁
寧
で
あ
っ
て
上
司
が
部
下
を
叱
責
し
て
い
る
態

度
で
は
な
い
。
ま
た
、
代
官
を
「
相
招
」
い
て
の
「
相
談
」

「
談
話
」
と
い
う
表
現
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
表
現
は
、
今
回
の
未
納
を
巡
っ
て
何
か
と
相
談

す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
御
蔵
奉
行
や
札
座
奉
行
に
対
し
て

も
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
八
月
二
十
六
日
に
二
人
の
代
官
が
解

職
と
な
っ
た
た
め
、
勘
定
奉
行
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
勘
定
奉
行
三
人
は
、
即
日
寄
り

合
っ
て
「
岸
権
六
初
地
方
下
代
共
召
呼
申
渡
」
を
し
た
。

（
略
）
今
般
菅
右
衛
門
登
市
御
役
被
召
放
候
二
付
跡
役

不
被
仰
付
内
ハ
拙
者
共
諸
御
用
取
捌
候
様
被
仰
付
候
依

之
其
方
共
儀
も
當
分
此
方
手
二
付
ヶ
候
（
略
）

●
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お
わ
り
に

『
津
山
市
史
第
四
巻
』
で
は
勘
定
奉
行
の
業
務
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
勘
定
奉
行
は
藩
の
財
政
責
任

者
で
あ
る
。
（
略
）
代
官
か
ら
の
年
貢
米
収
納
状
況
の
報

告
を
受
け
、
御
金
蔵
の
正
金
銀
有
り
高
・
藩
の
米
蔵
の
正

米
現
在
有
り
高
の
提
出
を
求
め
て
、
財
政
状
態
を
掌
握
す

る
．
ま
た
、
米
切
手
・
銀
札
の
交
換
状
況
を
調
査
し
、
交

換
の
た
め
の
正
米
・
正
金
銀
の
準
備
を
す
る
。
大
坂
蔵
屋

敷
へ
の
年
貢
米
回
漕
計
画
、
江
戸
屋
敷
で
の
支
出
調
査
と

送
金
計
画
、
藩
士
へ
俸
禄
渡
し
米
の
増
減
計
画
な
ど
、
藩

の
財
政
計
画
立
案
・
実
施
の
中
枢
部
で
あ
る
。
」
（
岬
頁
）

こ
の
よ
う
に
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
業
務
の
実
施
に
深

く
関
与
し
て
い
る
の
が
勘
定
奉
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
勘

定
奉
行
と
そ
の
配
下
の
勘
定
方
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
全

て
を
直
接
遂
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
書
き

上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
業
務
に
関
わ
る
遂
行
担
当
者
が
、
郡

代
・
代
官
・
御
蔵
奉
行
・
御
金
奉
行
・
札
座
奉
行
な
ど
で

あ
っ
て
、
そ
の
密
接
な
協
力
関
係
の
中
で
、
彼
ら
が
勘
定

奉
行
の
差
図
や
相
談
の
下
に
動
い
て
い
る
と
い
う
の
が
実

態
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
、
一
時
的
に
勘
定
奉
行
の
配
下
と
し
て
い
た
「
下

役
岸
権
六
井
下
代
四
人
」
が
引
き
渡
さ
れ
た
。
な
お
、
こ

こ
で
岸
権
六
だ
け
は
特
別
で
、
下
代
で
は
な
く
「
下
役
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
代
官
下
代
が
勘
定
奉
行
配
下

と
な
っ
て
い
た
期
間
中
に
、
岸
権
六
だ
け
は
勘
定
奉
行
直

属
に
人
事
異
動
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
代
官
下
代
か
ら
勘

定
奉
行
配
下
の
役
人
と
し
て
昇
任
し
た
も
の
の
、
職
務
と

し
て
は
代
官
下
代
の
職
務
に
当
た
る
と
い
う
立
場
に
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
解
職
と
な
っ
た
代
官
の
後
任
人
事
に
関
し

て
、
候
補
者
の
内
意
を
勘
定
奉
行
に
求
め
て
い
る
。
勘
定

奉
行
に
直
接
の
人
事
権
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
人
選
を
任

せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
代
官
が
勘
定
奉
行
の
職

務
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
よ

岸
（
〃
ダ

。

本
論
に
お
い
て
勘
定
奉
行
と
代
官
の
関
係
性
に
つ
い
て

今
回
の
代
官
の
事
例
に
関
し
て
言
え
ば
、
次
の
寛
保
二

年
九
月
四
日
付
『
勘
定
奉
行
日
記
』
の
記
事
が
あ
る
。

政品御
右拙代
衛者官
門共跡
を無役
以遠未
被慮被
仰相仰
渡し付
彼ら候
是べ近
及御々
内内可
評意被
可仰
申付
上条
候右
旨之
岡人

勘定奉行と代官の

業務関係図

勘
定
奉
行
１
１
＋
１
１
職
務

姜図

’

代
官

取
り
あ
げ
た
の
は
、
『
津
山
市
史
第
四
巻
』
に
お
い
て
「
代

官
は
勘
定
奉
行
の
配
下
で
あ
っ
た
」
と
す
る
論
点
を
否
定

す
る
た
め
で
は
な
い
。
結
論
と
し
て
は
、
代
官
所
は
組
織

上
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
と
考
え
る
が
（
図
３
）
、
『
津
山

市
史
第
四
巻
」
の
論
点
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
指

摘
を
端
緒
と
し
て
、
今
後
、
勘
定
奉
行
の
広
汎
な
職
務
に

関
し
て
そ
の
周
辺
の
役
職
と
の
協
力
関
係
を
明
ら
か
と
す

べ
き
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
役
職
相
互

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
研
究
を
積
み
重

ね
た
そ
の
先
に
、
津
山
松
平
藩
の
藩
政
機
織
に
関
し
て
、

そ
の
機
能
を
伴
っ
た
具
体
的
な
組
織
図
が
浮
か
ん
で
く
る

だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

『
勘
定
奉
行
日
記
』
・
『
国
元
日
記
』
と
も
に
津
山
郷

土
博
物
館
蔵－

１

丁
１
１
職
務

一■■■■■■ｰ

I Ｉ
職
務

年
貢
徴
収

図3勘定奉行と代官の業務関係図
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は
じ
め
に

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
一
月
、
津
山
藩
は
領
知
替

を
受
け
る
。
美
作
国
内
の
村
々
と
小
豆
島
を
新
た
に
与
え

ら
れ
、
翌
年
三
月
、
正
式
に
領
知
の
引
き
渡
し
が
完
了
す

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
美
作
国
内
に
十
四
あ
っ
た
構
は

八
つ
へ
と
減
少
さ
れ
る
（
『
郡
代
日
記
」
天
保
九
年
三
月

十
一
日
条
）
。
し
か
し
、
こ
の
変
更
は
必
ず
し
も
地
域
の

実
情
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
社
会
の
混

乱
を
招
い
た
結
果
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
、
構

の
数
は
八
か
ら
十
三
へ
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
小

林
「
天
保
九
年
の
領
知
替
に
伴
い
行
わ
れ
た
構
の
再
編
に

つ
い
て
ｌ
そ
の
１
」
、
「
同
Ｉ
そ
の
２
」
、
『
津
山
市
史
だ
よ

り
」
第
十
四
・
十
五
号
、
以
下
拙
稿
と
す
る
『
二
宮
の
「
ま

ち
づ
く
り
」
歴
史
文
化
財
顕
彰
記
念
誌
』
九
六
ペ
ー
ジ
、

二
○
○
九
年
）
。
拙
稿
で
は
「
地
域
社
会
の
混
乱
」
に
つ

い
て
、
十
分
な
検
討
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
．
今
回
は
当

事
者
で
あ
る
大
庄
屋
の
訴
え
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
領
知

替
直
後
の
津
山
藩
の
農
村
社
会
の
混
乱
に
つ
い
て
考
え

フ
（
》
。

大
庄
屋
に
つ
い
て

美
作
国
の
大
庄
屋
は
、
古
く
か
ら
美
作
国
に
土
着
し
、

江
戸
時
代
に
帰
農
し
た
家
柄
の
者
な
ど
が
命
じ
ら
れ
た
と

さ
れ
る
。
数
か
村
か
ら
十
数
か
村
を
管
轄
し
、
そ
の
管
轄

区
域
は
「
触
」
や
「
構
」
と
呼
ば
れ
る
。
大
庄
屋
の
身
分

は
原
則
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
名
字
帯
刀
を
認
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
構
の
大
庄
屋
を
勤
め
る
家
は
概
ね
決

郡
代
所
宛
大
庄
屋
嘆
願
書
か
ら
み
る
天
保
期
の
津
山
藩
領
の
農
村
社
会

ま
っ
て
い
た
含
美
作
の
大
庄
屋
』
、
美
作
の
歴
史
を
知
る

会
・
ふ
る
さ
と
歴
史
見
学
会
、
二
○
一
九
年
）
。
少
な
く

と
も
文
政
年
間
（
一
八
一
八
～
一
八
三
○
）
以
降
、
勤
続

年
数
に
よ
っ
て
「
見
習
」
「
手
伝
」
「
本
役
」
と
い
う
段
階

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
た
後

継
者
は
、
若
い
頃
は
「
見
習
」
と
し
て
経
験
を
積
む
。
そ

の
後
「
手
伝
」
と
し
て
当
主
を
補
佐
す
る
。
当
主
が
隠
居

あ
る
い
は
死
去
す
る
と
、
後
を
継
い
で
「
本
役
」
と
な
っ

た
（
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
十
二
月
付
「
大
庄
屋
印
鑑

帳
」
、
大
谷
家
文
書
、
津
山
郷
土
博
物
館
蔵
、
以
下
「
印

鑑
帳
」
と
す
る
）
。
本
稿
で
は
、
大
庄
屋
が
郡
代
へ
宛
て

た
嘆
願
書
を
紹
介
す
る
。

史
料
翻
刻

戌
四
月
、
郡
代
所
宛
大
庄
屋
嘆
願
書
（
「
立
石
家
資

料
」
六
三
五
九
）

乍
恐
奉
願
上
候

今
度
構
名
目
替
被
仰
出
奉
畏
候
、
然
ル
処
私
共
儀
者

多
分
先
前
合
相
勤
罷
在
候
処
、
宝
暦
之
度
新
法
御

変
格
之
御
取
斗
被
仰
出
、
大
庄
屋
・
中
庄
屋
不

残
、
揚
屋
入
被
仰
付
、
其
節
も
御
巡
見
様
御
通
行

二
相
成
候
趣
、
先
祖
合
伝
承
仕
、
奉
恐
入
罷
在
候
、

其
後
触
号
を
構
号
二
被
仰
付
、
数
十
年
結
構
御
召

仕
被
成
下
、
連
綿
相
勤
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候

処
、
此
度
不
斗
先
前
之
通
触
号
二
被
仰
出
、
尚
又

御
巡
見
様
御
通
行
二
相
成
、
秀
以
一
同
恐
入
相
勤
罷

在
候
義
二
御
座
候
、
何
卒
格
別
之
御
評
儀
を
以
、
宝

ふ
ふ
良
縁
畷
備
哩
瀞
荊
伽
吸
雀
零
独
演
雄
電
か
９
牡
ｔ
像
１
災
４
，
躯
鐸
や
緬
緩
知

》
墨
り
う
§
●
香
聴
壹
Ｌ
脅
祭
沙
瀧
熟
蕊
篭
垂
妙
ｌ
主
瞬
弥
凡
１
鷺
杉
璽
参
弥
遮

昨
眼
惚
墨
移
磁
令
櫨
澗
逃
誕
薪
１

４
＃
＃
擬
歯
迦
騎
．
；
戯
膨
詫
覧
狸
皮
患
繁
ず
灌
令
勺
季
談

，
戎
隠
駒
昆
Ｊ
胤
麺
侭
§
湛
蛎
卿
謹
十
与
子
織
班
噌
協
募
陰
患
や

達
似
Ｗ
お
働
靭
和
浬
種
蕊
斬
焦
毒
撫
鼻
釘
苛
み
餅
訓
え
捲

１
通
稔
園
す
．
ｆ
舵
峻
紛
入

貯
鵯
裳
曾
辿
荷
韓
脅
塾
鼎
翁
勤
促
舟
歌
感
趾
勿

痢
謬
イ
彬
遡
，
、
洗
測
緯
〃
賦
雪
碓
牙
露
協
鈴
豚

砕
以
龍
脳
ｉ
堀
藏
熔
叫
弓
’
●
怯
姉
獅
霞
＃
伶
叩
燈
〃
か
好
日
鈎
哩
上
“

一
挺
奇
鳶
職
塔
符
：
為
忍
段
堪
作
謄
・
〃
の
足
も
一
饗
．
、
除
繋

輔
副
？
、
塗
蝿
息
子
苛
聡
瑞
僅
＃
え
紐

・
泉
池
や
‐
ｒ
の
ｆ
進
一
固
鷺
函
諒
源
・
・
汰
確
＃
ゑ
遮
撚
龍

布
焦
…
傲
罐
き
ぐ
関

吟
マ
タ
滞
．
龍
枕
雌
一
婚
収
・
●
Ｌ
帷
ｖ
侭
き
あ
急
ｖ
窪
獺
灼

厳
鷲
篭
鴎
泌
八
卑
汐
像
渇
及
も

鋒
腱
嘩
賎
ｉ
よ
墜
曜
４
ｋ
怖
簡
班
彌
樫
漆
茅
徽
季
久

砕
油
捌
蘓
ｉ
同
視
泳
勝
ｊ
Ｉ
う
馴
万
火
く

鈴
謬
迩
ｉ
紳
鼠
痩
鼠
衝
＆
↓
連
綿
剃
俊
嵯
笈
ｉ
雄
禰

嵯
令
ｆ
碑
必
且
寸
碓
嬢
八
洪
写
為
弧
猴
兆
薮
へ
世
襲
、
単
奪
寧

加
魚
搾
泉
協
舟
亀
嘩
邸
勝
る
了
冷
豚
幣
ｊ
逼
鼻
抱
痴
＃

か
種
《
鷲
嶬
刺
凍
『
ｐ
影
鼠
抑
一
因
七
慰
謝
醤
傑

一
毘
認
γ
秒
瓜
蕗
側
狐
今
ノ
ｉ
俵
て
痴
ｙ
ｊ
ｉ
亭
方
添
導
く

噛
裁
’
ら
雄
一
＃
捗
掴
？
一
芯
・
惚
純
軒
鼠
乳
幕
艇
乱
小
合
躯
．
釦
も

鍔
や
。
～
凱
産
漉
侭
り
Ｉ
心
卑
し
製
，
謡
い
創
顔
渥
濫
箆
了
蚕
蟹
な
●
、
Ｉ

抵
斗
・
；
催
リ
も
撃
踏
馬
幾
聡
’
＃
カ
ノ
を
賜
分
＃
催
切
４
噂
参
り
４
１

甫
番
・
か
傘
瀧
を
凋
次
ム
勧
不
・
も
貢
γ
為
，
朧
珍
鳥
蒋
瞥
脇
認
ぞ

吟
斗
～
ｆ
恥
偉
篭
鳴
、
も
呼
燕
〃
釣
踊
啓
翠
今
過
剃
授
叡
？
●
茄
芸
で

ゞ
鍵
や
７
，
挙
渥
墓
朔
闇
瓢
掛
謬
危
ら
弧
凋
碇
必
シ
ｔ
沸
習
や
参
堂
璽

且
髭
嗜
。
ｈ
Ⅲ
惣
５
●
〉
隻
海
；
亙
宏
い
●
＄
砿
語
侭
ゆ
易
″
み
ど
鐸
も
す
で

心
・
藤
ら
致
ヶ
静
登
か
４
解
る
何
男
手
〃
舎
件
縁
壷
泌
壺
ふ
え
弧

敏
竺
渋
暫
墜
茂
庸
移
腱
粋
竹
髭
拶
。
庵
男
ｉ
腫
参
念
参
零

郵
騨
や
畢
脇
ヅ
上
・

凝
函
ｂ
１

ｉ

：

■
■
■
■
■
■
■
８
８
８
１
１
Ⅱ
１
１
０
１
１
１
ｊ
Ｉ
１
Ｊ
１
１
１
１
ｌ
Ｉ

小
林
雄
一
郎

盆
窪
樽
な
娘
亟
眺

郡代所宛大庄屋嘆願書(立石家資料6359､個人蔵）
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｜ 研究ﾉｰﾄ！
ｸ

暦
以
後

御
吉
例
之
通
構
号
二
被
仰
付
被
為
下
置
候
様
奉

願
上
候
、

一
、
先
年
御
減
地
二
付
、
最
寄
悪
敷
住
居
仕
候
も
の
共

も
一
組
二
被
仰
付
候
場
所
も
有
之
、
去
ル
寅
年

御
加
増
地
被
仰
出
候
二
付
、
先
規
家
筋
之
も
の
共

迄
、
一
同
被
召
出
、
構
分
被
仰
付
、
冥
加
至
極

難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
、
今
度

御
高
替
被
仰
出
、
恐
悦
之
御
儀
二
奉
存
、
御
上
地

村
之
内
、
広
山
孫
左
衛
門
・
美
甘
新
左
衛
門
義
も

御
憐
懲
之
上
、
結
構
に
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存

候
、
将
又
御
旧
領
村
々
之
内
、
住
居
仕
候
も
の
共
者

別
而
永
く

御
慈
悲
之
御
取
扱
を
以
、
何
れ
も
連
綿
相
続
仕
、

重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
且
中
嶋
孫
左
衛
門
・
土
居

藤
左
衛
門
両
人
之
義
も
、
先
前
谷
相
勤
候
家
筋
之
者

二
御
座
候
間
、
最
早
手
伝
も
数
年
相
勤
候
二
付
、
本

役
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
一
同
奉
願
上
候
、

｜
、
先
前
方
私
共
構
内
村
分
ヶ
之
儀
者
、
御
高
之
多

少
・
村
数
之
増
減
二
不
拘
、
最
寄
組
二
而
一
構
二
被

仰
付
、
御
用
弁
仕
来
、
入
用
等
之
義
も
構
内
高
割

仕
、
格
別
之
甲
乙
も
無
御
座
割
賦
仕
、
諸
事
一
構
一

様
之
取
斗
二
而
締
方
宜
敷
御
座
候
処
、
今
度
触
分
被

仰
出
候
趣
二
而
者
、
最
寄
不
弁
理
二
相
成
候
場
所

も
間
々
御
座
候
間
、
一
構
内
一
様
之
取
斗
二
も
難
仕

構
々
も
御
座
候
間
、
諸
入
用
割
賦
方
不
相
当
之
義
有

之
、
無
余
義
別
割
賦
等
仕
候
様
相
成
候
而
者
、
御
用

弁
不
宜
、
且
構
内
自
然
与
不
和
之
基
ひ
二
相
成
、
万

端
差
支
候
義
も
可
有
御
座
与
歎
ヶ
敷
奉
存
候
間
、
何

卒
厚
御
慈
悲
ラ
以
、
高
掛
減
少
一
構
限
一
致
仕

史
料
解
説

本
史
料
は
「
戌
四
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
月
の
領

知
替
直
後
の
天
保
九
年
（
戊
戌
、
一
八
三
八
年
）
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。
構
の
数
が
減
る
の
に
併
せ
て
、
名
称

も
「
構
」
か
ら
以
前
の
「
触
」
（
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）

年
ま
で
「
触
」
、
『
津
山
市
史
』
第
四
巻
一
五
三
ぺ
ｌ
ジ
、

一
九
九
五
年
）
に
再
変
更
さ
れ
た
。
一
条
目
は
、
そ
の
撤

回
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
理
由
は
「
宝
暦
以
後
御
吉
例
」

と
あ
る
。
宝
暦
九
年
四
月
、
大
庄
屋
・
中
庄
屋
は
「
揚
屋
」

（
牢
屋
）
入
り
と
な
り
、
そ
の
職
を
解
任
さ
れ
る
。
そ
の

後
、
宝
暦
十
一
年
、
処
分
を
解
か
れ
て
復
職
し
た
際
に
、

大
庄
屋
（
復
職
直
後
は
「
地
方
目
付
」
と
い
う
）
の
管
轄

区
域
の
名
称
は
「
触
」
か
ら
「
構
」
へ
と
改
め
ら
れ
て
い

る
（
『
津
山
市
史
」
第
四
巻
一
五
三
ペ
ー
ジ
）
。
そ
う
し
た

経
緯
を
指
し
て
「
宝
暦
以
後
御
吉
例
」
と
述
べ
た
と
思
わ

れ
る
。
大
庄
屋
た
ち
は
、
「
触
」
と
い
う
名
称
を
、
復
職

以
前
の
大
庄
屋
解
任
〃
入
牢
時
代
を
想
起
さ
せ
る
縁
起
の

悪
い
言
葉
だ
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二
条
目
は
、
ま
ず
「
先
年
御
減
地
」
（
享
保
十
二

（
一
七
二
七
）
年
の
十
万
石
か
ら
五
万
石
へ
の
減
封
、
『
津

山
市
史
』
第
四
巻
三
五
ペ
ー
ジ
）
以
降
の
村
々
の
状
況
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
寅
年
」
（
文
化
十
五

年
、
文
政
元
年
、
一
八
一
八
年
）
の
加
増
に
よ
っ
て
、
「
広

山
」
や
「
美
甘
」
と
い
っ
た
「
先
規
家
筋
之
も
の
共
」
が

大
庄
屋
に
復
帰
し
た
点
を
感
謝
し
て
い
る
（
実
際
に
加

候
様
被
仰
付
度
奉
存
候
、
右
之
段
乍
恐
奉
願
上

候
、
以
上
、戌

四
月

大
庄
屋

御
郡
代
所

増
が
あ
っ
た
の
は
文
化
十
四
年
、
『
津
山
市
史
』
第
四
巻

三
○
四
ペ
ー
ジ
）
。
ち
な
み
に
、
「
広
山
孫
左
衛
門
」
と
「
美

甘
新
左
衛
門
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
富
構
と
湯
本
構
の
大
庄
屋

へ
と
復
帰
し
て
い
る
含
美
作
の
大
庄
屋
』
七
ペ
ー
ジ
な
ど
．

「
印
鑑
帳
」
美
甘
藤
平
）
。
史
料
内
に
あ
る
通
り
、
今
回
の

領
知
替
で
富
湯
本
の
両
構
は
「
上
地
」
さ
れ
た
が
、
「
結

構
に
被
仰
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、
広
山
と
美
甘
の
処
遇

に
つ
い
て
、
大
庄
屋
一
同
で
感
謝
を
述
べ
て
い
る
。
津
山

藩
の
「
郡
代
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
．
代
限
」
の
「
大

庄
屋
一
統
之
手
伝
」
を
命
じ
ら
れ
た
（
天
保
九
年
三
月
九

日
・
十
一
日
条
）
。
史
料
内
の
「
結
構
に
被
仰
付
」
と
は
、

具
体
的
に
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、

さ
ら
に
中
嶋
孫
左
衛
門
・
土
居
藤
左
衛
門
の
大
庄
屋
本
役

を
願
い
出
て
い
る
。
中
嶋
孫
左
衛
門
は
、
元
々
一
宮
構
の

大
庄
屋
を
つ
と
め
る
は
ず
の
家
柄
で
あ
っ
た
（
『
美
作
の

大
庄
屋
」
七
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、
文
政
八
年
の
段
階
で
、

十
四
あ
っ
た
構
の
な
か
に
一
宮
構
は
み
ら
れ
な
い
〔
表
］
。

構
の
再
編
以
前
か
ら
一
宮
構
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
七
月
、
孫
左
衛
門
は
大
庄
屋
手

伝
か
ら
勝
北
構
の
大
庄
屋
本
役
と
な
っ
て
い
る
｛
表
一
・

願
い
出
か
ら
本
役
と
な
る
ま
で
七
年
か
か
っ
て
い
る
。

土
居
藤
左
衛
門
は
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
か
ら
田

遡
構
大
庄
屋
手
伝
と
な
り
、
天
保
九
年
三
月
十
三
日
付
で

勝
北
構
（
当
時
は
勝
北
触
）
大
庄
屋
手
伝
を
命
じ
ら
れ

る
（
「
印
鑑
帳
」
・
「
郡
代
日
記
」
同
日
条
）
。
こ
の
際
、
大

谷
茂
助
・
安
黒
権
十
郎
・
植
月
綱
五
郎
の
三
人
の
大
庄
屋

手
伝
は
本
役
に
昇
格
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
土
居
は

手
伝
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
訴
え
に

至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
天
保
十
五
年
東
南
構
大

庄
屋
手
伝
を
経
て
、
弘
化
三
年
、
大
庄
屋
「
本
役
並
」
と
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な
っ
て
い
る
【
表
】
。
こ
ち
ら
は
願
い
出
か
ら
八
年
か
か
っ

て
い
る
。
本
役
「
並
」
と
は
、
特
定
の
構
は
担
当
し
な
い

が
、
待
遇
は
大
庄
屋
本
役
と
同
等
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

弘
化
三
年
時
点
で
、
大
庄
屋
が
八
構
で
八
人
お
り
、
不
在

の
構
が
な
か
っ
た
が
故
の
措
置
と
み
ら
れ
る
〔
表
一
・

三
条
目
で
は
、
従
来
の
構
で
は
「
最
寄
」
の
村
々
が
．

構
」
と
な
っ
て
、
「
諸
事
」
を
問
題
な
く
勤
め
て
き
た
と

す
る
。
し
か
し
、
「
今
度
触
分
」
（
領
知
替
に
伴
う
構
の
減

少
）
に
よ
っ
て
、
大
庄
屋
の
管
轄
範
囲
が
変
化
（
拡
大
）
し
、

「
最
寄
不
弁
理
」
と
な
っ
た
場
所
が
い
く
つ
か
出
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
場
所
で
は
、
諸
入
用
の
負
担
が
不
相
当
と
な

り
、
「
構
内
」
が
「
不
和
」
で
「
万
端
差
支
」
え
る
。
そ

の
た
め
、
石
高
に
か
か
る
諸
役
を
軽
減
し
、
一
つ
の
構
の

な
か
で
統
一
し
た
取
り
扱
い
を
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い

る
。
入
用
と
は
、
年
貢
と
は
別
の
農
民
へ
の
負
担
で
あ
る
。

藩
主
・
役
人
な
ど
の
移
動
費
用
、
道
や
橋
の
普
請
、
盗
賊

の
捕
縛
に
か
か
る
費
用
な
ど
に
も
宛
て
ら
れ
た
（
「
鏡
野

町
史
』
史
料
編
三
七
二
「
大
割
式
」
）
。
津
山
藩
で
は
支
出

項
目
に
よ
っ
て
、
藩
領
全
体
、
構
内
、
村
内
と
い
う
よ
う

に
、
入
用
が
分
類
さ
れ
て
い
た
．
そ
の
な
か
で
、
藩
領
全

体
で
負
担
す
べ
き
支
出
を
大
割
と
い
い
、
大
割
の
帳
面
の

作
成
は
大
庄
屋
の
毎
年
の
仕
事
で
あ
っ
た
（
『
鏡
野
町
史
』

通
史
編
「
津
山
藩
の
大
割
」
）
。
諸
物
価
の
高
騰
に
よ
っ
て
、

各
村
の
入
用
は
増
大
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
今
回
の
訴
え
に
至
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め

領
知
替
に
よ
っ
て
、
大
庄
屋
の
管
轄
地
域
で
あ
る
構
は

再
編
さ
れ
て
、
そ
の
数
は
減
少
し
、
名
称
も
構
か
ら
触
に

変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
大
庄
屋
た
ち
は
天
保
九
年

四
月
、
①
名
称
変
更
の
撤
回
、
②
二
人
の
大
庄
屋
手
伝
の

処
遇
改
善
、
③
諸
役
負
担
の
減
免
と
不
均
等
の
是
正
を
願

い
出
て
い
る
。
②
で
は
、
構
の
数
の
減
少
に
よ
っ
て
、
何

年
も
大
庄
屋
に
な
れ
な
い
者
が
生
じ
て
い
る
（
こ
の
点
は

ぴ 〃09由←諺 卑6

る
墨
守
空
Ｙ
争
蛍
争
う
卒
墨
小

㈱』
●0

Ｄ

ｑ

ｄ

Ｑ
Dc

FU e

「
■●

一
一

．多い

、ﾀ‘戎
人
皇
年
Ｊ
〃
Ｊ

●
一
ｆ裳 ~

ケ君

へ

ヘ．

一

/：
0●

。‘合
＄&。

亀

●
ジ
グ

J』

● 》
鼠

一
｝
一
一~ツ§

蝋 b皇

●

ロ
，
衛
雪
‐

竺
娼
彗
奎な■

〉
琴
戯
姶

ユ
ー

▽

毎

〕
》譲

一

E■望

拙
稿
で
も
触
れ
た
）
。
③
で
は
、
構
の
領
域
の
変
化
に
よ
っ

て
、
諸
入
用
の
負
担
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
本
史
料
は
、
構
再
編
直
後
の
大
庄
屋
た
ち
の
困
惑
を

う
か
が
え
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

､声‘y

気，踊
"'IB

２

角

幽

争

邑

弓
４
丁
。
Ｔ
凸
・
刑
▽
６
一
面
↑
●
マ
咽
八
ね
』

Ｆ
ｐ
ｒ

望 ゥ

且
兇

“令

飛
忠
坤

今
塩
瀞
斗

唾
鴛
年

f聾異
唾 0愚

参考：天保美作国絵図（国立公文書館蔵） （天保9年5月一部拡大）
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｜ 研究ﾉート

【表】十万石復帰後における美作国内の構の数と大庄屋本役の人数の推移

大庄屋本
役の人数

和暦 ｜西暦 構の数后 備考 出典

文化14 津山藩10万石復帰 ①1817 10 15 15

14構 河内・目木・田邑・田辺・
香々美・山北・大篠・綾部・
押入・河辺・一方・二宮・富・
湯本

①、
『岡山県史
津山藩文書』
883頁

文政8 1825 14 14

領知替により構の数減少。富・湯本構の
大庄屋廃止

8構：大庭・東南・東北・西々・西北・
勝北・勝南・久米

②．③

天保9 1838 3 14→8 14－し12

13日、大庭構の福島善兵衛、西北構の土
居督左衛門、東北構の多胡国平が役免。
21日勝北構の岸本佳十郎が役免

②

天保13 1842 6 8 12→8

勝北構の土居藤七没 ②6 8 8→7

弘化2 1845

中嶋孫左衛門が勝北構大庄屋本役となる ②

②．③

87 7→8

弘化3 土居藤左衛門が大庄屋本役並となる1846 12 8 8→9

嘉永3 西々構の立石道介没 ②1850 8 9→81

鋸 一

嘉永4 土居藤左衛門が西々構大庄屋本役となる ③②
②

1851 2 8 8

13構：河内・目木・田邑・田辺・
香々美・山北・大篠・綾部・
押入・河辺・一方・一宮・二宮

土居貞太郎が田邑・二宮兼任のため12人

嘉永6 1853 8 8→13 8→12

8J
ｰ d

〃
●

③土居貞太郎の兼任解除。立石助右衛門が
二宮構大庄屋本役となる

安政3 1856 6 13 12→13

①
②
③

※ 立石定夫I美作大庄屋・大年寄記j (1993年）

｢郡代日記」 （津山松平藩文書、津山郷土博物館蔵）

｢大庄屋印鑑帳」 （大谷家文書、津山郷土博物館蔵）
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